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はじめに 

 

わが国では、高度経済成長期から急激な人口増加と社会変化により、公共施設の整備が進められ

てきました。その当時から盛んに建設された公共施設の建築年数が 30 年以上経過し、耐用年数が

切れた施設も増え、これら公共施設の大規模改修や修繕、建替えが必要となってきています。一方、

近年の日本の経済状況は低迷しており、わが国の財政は危機的状況となっています。それに加え、

少子高齢化に伴う社会保障費の増加、生産年齢人口の減少に伴う税収の減少等、将来の財政状況は

厳しい状況です。 

地方公共団体においても、少子・高齢社会の進展、高度情報化時代の到来など社会経済情勢が急

速に変化をしていく中で、高度化・多様化する住民ニーズに対応し、住民の皆様に満足していただ

ける行政サービスを提供していくことが求められており、そのために、財政基盤の充実が喫緊の課

題となっています。 

本町においても、これらの課題を解決するために、効率的な財政運営に向けて行財政改革に取り

組んでまいりました。しかし、市町村合併による普通交付税の合併算定替も平成２７年度で終了し、

その後段階的に減少していくため、今後益々厳しさを増していきます。従来どおりの行政運営を継

続した場合、近い将来には基金を取り崩す可能性が出てくるという非常に厳しい財政状況です。 

そこで、本町では、戦略的に行財政改革を推進し、行政のスリム化を図り、限られた資源を有効

に活用し、安定した健全財政と質の高い行政サービスを実現していくため、公共施設の見直しと適

正配置を検討していくことといたしました。 

全国的な傾向と同様、本町の公共施設も、老朽化した施設が数多く存在しています。これらを維

持管理していくためにかかる毎年の経費や、老朽化に伴い必要となる建替えや改修の経費は、今後

の町の財政にとって、かなり大きな負担となることが予想されています。また、少子高齢化の進行

といった社会環境の変化も視野に入れつつ、施設の統廃合や機能転換なども含め、公共施設の適正

配置と有効活用について、早急に検討を進めることが求められています。 

本計画書は、これからの施設のあり方を検討する上での素材となるように取りまとめたものです。

今後は、町民の皆様や町議会の皆様のご意見いただきながら、本町の施設の将来あるべき姿につい

て、共に考えていきたいと思いますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 

平成２8 年３月       

高森町長  草 村 大 成 
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1 位置・面積  

（１）位置・面積  

高森町は熊本県の最東端にあり、東部

は宮崎県西臼杵郡、東北部は大分県直入

郡と竹田市に隣接しています。面積は

175.06 ㎢で、町域は阿蘇外輪山によっ

て大きく東西二つに分かれています。 

西側は阿蘇カルデラの内部、南郷谷の

一角で、JR 立野駅と結ぶ南阿蘇鉄道の

終点・高森駅があり、人口の大部分が集

中し、町役場をはじめとする行政や商工

観光の中心的役割を担っています。 

阿蘇の雄大な景観を作り上げている

のは、世界一のカルデラである外輪山と、

山々が寄り添ったシルエットが美しい

阿蘇五岳。その阿蘇五岳と外輪山の南側

の間にある高森町は、南阿蘇の中でも特

に奥座敷といわれる、静かで自然の安ら

ぎあふれるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：高森町 HP 
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２  産業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成12年）
総数
農業
林業
漁業

第1次産業計
鉱業

建設業
製造業

第2次産業計
電気・ガス・水道業

情報通信業
運輸・郵便業
卸売・小売業
金融・保険業

不動産業
サービス業

公務
第3次産業計

分類不能
 (資料：国勢調査）

本町の産業構成は第１次産業が

25.1％、第２次産業が 19.4

３次産業が 55.1％となっており、第

１次産業（全国平均 4.2％）が多いこ

とがわかります。一方、第２次産業（全

国平均 25.2％）と第３次産業（全国

平均 70.6％）は少なくなっていま

す。 

平成 12 年からの推移をみると、第

１次、第２次、第 3 次産業ともに、

減少傾向にあります。 

第

2 

 
2000年

（平成12年）
2005年

（平成17年）
2010年

（平成22年）
3,639 3,507 3,227

951 893 729
39 29 66
16 15 16

1,006 937 811
9 7 2

348 278 260
359 378 364
716 663 626

6 7
6 12

102 127
637 489 426
23 28 30
10 10 19

937 1,131 1,031
149 134 132

1,917 1,907 1,777
13

155

本町の産業構成は第１次産業が

19.4％、第

％となっており、第

％）が多いこ

とがわかります。一方、第２次産業（全

％）と第３次産業（全国

％）は少なくなっていま

年からの推移をみると、第

次産業ともに、

第１章 まちの概要 

変動率
（2000～2010年）

88.7%
76.7%

169.2%
100.0%
80.6%
22.2%
74.7%

101.4%
87.4%

66.9%
130.4%
190.0%
110.0%
88.6%
92.7%

（単位：人）
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３  人口動向  

（１）人口の動向と将来予測  

本町の人口は、減少傾向にあり、平成 52 年（2040 年）までの推計においても減少す

ることが予測されています。年齢区分ごとにみると、老年人口は 平成 32 年（2020 年）

まで増加した後、減少し転じていますが、年少人口と生産年齢人口は、減少を続けていま

す。 

 

 
（資料：国立社会保障・人口問題研究所） 

22% 13%

21% 15%

20% 19%

17% 24%

15% 29%

13% 33%

11% 35%

11% 38%

10% 42%

9% 46%

8% 47%

8% 48%

8% 48%

2035年 平成47年 381 2,060 2,246 4,687

2040年 平成52年 350 1,882 2,060 4,292

2030年 平成42年 422 2,260 2,393 5,075

平成27年 676 3,232 2,426 6,3342015年

平成22年 758 3,631 2,327 6,7162010年

平成17年 921 3,835 2,325 7,0812005年

平成12年 1,089 4,108 2,103 7,3002000年

平成7年 1,336 4,552 1,815 7,7031995年

平成2年 1,589 4,967 1,513 8,0691990年

昭和60年 1,801 5,428 1,302 8,5311985年

（老年人口）

昭和55年 1,913 5,738 1,155

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上
総人口

（年少人口） （生産年齢人口）

1980年

年少人口率 老年人口率年

8,806

平成32年 574 2,836 2,517 5,9272020年

平成37年 488 2,509 2,504 5,5012025年
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（２）地区別人口  

高森町の４つの地区（明治の大合併時の行政区分）ごとの人口推移をみると、全ての地

区において減少傾向にあることが分かります。下落率の最も大きい草部地区では、平成 12

年（2000 年）と平成 22 年（2010 年）の人口を比べると、8 割まで減少しています。 

 

 
 

 

 

  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

高森 色見 草部 野尻

地区別人口の推移

平成12年

平成17年

平成22年

高森 色見 草部 野尻 総数
2000年 平成12年 4,136 1,260 1,120 784 7,300
2005年 平成17年 4,152 1,221 1,003 705 7,081
2010年 平成22年 3,989 1,189 891 647 6,716
2015年 平成27年 - - - - 6,327

（資料：国勢調査）

（単位：人）
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４  財政状況  

（１）歳入歳出の推移  

 

【歳入】 

歳入の過去 5 年の推移をみると、43 億円～51 億円の間で推移しています。 

5 カ年の歳入額の年平均は 46.7 億円ですが、最も大きい平成 25 年度と、最も小さい

平成 24 年度を比較すると 8.4 億円差があります。また自主財源比率1は平成 25 年度で

18.8％となっています。 

 

 

                                      

1
 地方公共団体の財源のうち、国に依存せず独自に調達できるもの 

（地方税、手数料、使用料、寄付金など） 

549 494 515 566 542

392 401 464 349 429

2,079 2,216 2,223 2,268 2,173

986
1,227 847 723

1,156

358

360

252
257

704
183

180

169
155

154

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（百万円）

その他依存財源 地方債 国県支出金 地方交付税 その他自主財源 町税

4,547 

4,878 

4,470 4,318 

5,158 

自主財源
（18.8％）
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【歳出】 

歳出の過去 5 年の推移をみると、41 億円～50 億円の間で推移しています。 

5 カ年の歳出額の年平均は 45.4 億円ですが、最も大きい平成 25 年度と、最も小さい

平成 24 年度を比較すると 8.7 億円差があります。また義務的経費2の割合は平成 25 年

度で 37％となっています。 

 

 

  

                                      

2
 地方公共団体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられた経費 

（人件費、扶助費、公債費など） 

798 730 709 642 596

318 384 437 446 447

818 802 773 814 811

436 476 516 513 538

589 482 498 533 584

267
400 382

28 143

349 350 392

388
398

781
1,057

571

345

1,232
91

54

103

437

262

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（百万円）

その他経費 普通建設事業費 繰出金 積立金 補助費等 物件費 人件費 扶助費 公債費

義務的経費
（37.0％）

4,447

4,735

4,381
4,146

5,011
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（２）普通建設事業費の推移  

 

過去 5 年における普通建設事業費3の推移をみると、3 億円～12 億円の間で推移して

います。5 カ年の歳出額の年平均は 8 億円で、町の歳出の 17.2％を占めていますが、

最も大きい平成 25 年度と、最も小さい平成 24 年度を比較すると 8.9 億円差がありま

す。 

 

 

                                      

3
 投資的経費のうち、災害復旧事業、失業対策事業を除いたもの 

公共施設の改良、新設のための費用 

781

1,057

571

345

1,232

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（百万円） 普通建設事業費の推移



 

 

 

 

 

 

第２章 

公共施設等の現状と将来見通し 
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1 対象施設  

本計画では町が所有するすべての施設を対象とし、建築系公共施設（ハコモノ）、土

木系公共施設（インフラ）、企業会計施設の３つに分類し整理します。さらに建築系公

共施設（ハコモノ）は機能別に 9 に分類し、土木系公共施設は、道路（橋りょう含む）、

企業会計施設は、上水道に分類し整理します。 

対象とする施設分類（機能別分類） 

類型区分 大分類 中分類 主な施設 

建築系 

公共施設※ 

学校教育系施設 学校 小学校・中学校 

市民文化系施設 集会施設 
総合センター、 

生涯学習センター等 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育館、グラウンド等 

レクリエーション施設 

・観光施設 

観光交流センター、 

キャンプ場、物産館等 

保養施設 温泉施設 

産業系施設 産業系施設 
アグリセンター、 

同和共同畜舎 

子育て支援施設 幼稚園・保育所・こども園 保育園 

行政系施設 庁舎等 町役場・出張所 

公営住宅 公営住宅 町営住宅等 

公園 公園 管理棟・倉庫・便所等 

その他 その他 教職員住宅等 

土木系 

公共施設 
道路 

道路 一級、二級、その他町道 

橋りょう PC 橋・RC 橋・鋼橋等 

企業会計施設 上水道施設 上水道施設 管路、排水場、浄水場等 

※建築系公共施設の分類は、一般財団法人地域総合整備財団の公共施設等更新費用試算ソフトにおける分類 
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2 施設の現状  

（１）建築系公共施設  

１．施設の数量 

延べ床面積でみると、学校教育施設と公営住宅が合わせて 52.8％と半分以上を占め

ています。次いで集会施設が多くなっています。 

 

 
 

 

大分類 中分類 件数 面積（㎡）

学校教育系施設 学校 4 19,215.00

市民文化系施設 集会施設 12 10,661.00

ｽﾎﾟー ﾂ施設 3 4,559.00

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 4 2,026.00

保養施設 2 3,096.00

産業系施設 産業系施設 2 5,927.00

子育て支援施設 幼稚園・保育所・こども園 2 534.00

行政系施設 庁舎等 2 2,674.00

公営住宅 公営住宅 17 14,840.00

公園 公園 4 485.00

その他 その他 2 513.00

54 64,530.00合計

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設
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２．築年別整備状況 

建築系公共施設の建築年別の面積をみると、学校教育系施設が 1970 年代後半から

2000 年代にかけて建設され、公営住宅は 1960 年代から 2000 年代にかけて建設さ

れ続けていることが分かります。また、他の分類の施設は、198２年以降（新耐震基準）、

整備されています。 

築 30 年を超える施設は一般的に大規模改修が必要と言われており、施設の老朽化が

懸念されますが、築 30 年を超える施設は、全体の 29％を占めています。また 1981

年以前（旧耐震基準）に建築された施設は、全体の 19.2％を占めています。 

 

建築系公共施設 築年別整備状況 

（※一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 
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３．地区ごとの整備状況 

建築系公共施設の地区別の面積をみると、高森地区が最も大きく、次いで野尻地区、

色見地区の順に大きくなっています。また、人口一人当たりの面積でみると、野尻地区

が最も大きく、次いで色見地区、高森地区の順に大きくなっています。高森町全体でみ

ると、人口一人当たりの面積は 9.6 ㎡となっており、全国平均4の約 2.8 倍有していま

す。 

地区ごとの施設面積 

 

地区 高森地区 色見地区 草部地区 野尻地区 高森町 

合計（㎡） 32,763.00 11,182.00 6,953.00 13,632.00 64,530.00 

地区別人口（人）※H22 国勢調査 3,989.00 1,189.00 891.00 647.00 6,716.00 

人口一人当たり面積（㎡） 8.2 9.4 7.8 21.1 9.6 

                                      

4
東洋大学ＰＰＰ研究センターが平成 24 年 1 月発表した「自治体別人口・公共施設延床面積リスト」 

によると、全国 981 市区町村の人口 1 人当たりの公共施設延べ床面積の平均は 3.42 ㎡ 

0.00 

5,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

20,000.00 

25,000.00 

30,000.00 

35,000.00 

高森地区 色見地区 草部地区 野尻地区
（㎡）

その他

公園

公営住宅

庁舎等

幼稚園・保育所・こども園

産業系施設

保養施設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設

ｽﾎﾟｰﾂ施設

集会施設

学校
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（２）土木系公共施設  

①道路 

１．施設の数量 

高森町が管理する道路は、平成２7 年３月現在で約 263.4ｋｍ、約 264 万㎡となっ

ています。 

 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道
 

路
 

１級（幹線）町道 37,658 - 

２級（幹線）町道 51,470 - 

その他の町道 174,271 - 

合計 263,399 2,641,459 

 

 

②橋りょう 

１．施設の数量 

高森町が管理する橋りょうは、平成２7 年３月現在で 112 橋あります。面積割合で

みると、ＰＣ橋が最も大きく、69.3％を占めています。 

区分 種別 道路部面積（㎡） 橋りょう数 

橋
り

ょ
う

 

PC 橋5 7,557 35 

RC 橋6 2,134 60 

鋼橋 613 11 

石橋 0 0 

その他（不明） 606 6 

合計 10,910 112 

 

                                      

5 桁に PC（プレストレスト・コンクリート）を使った橋 
6 桁に RC（鉄筋コンクリート）を使った橋 



公共施設等総合管理計画 第２章 公共施設等の現状と将来見通し 

 

13 

 

２．年別整備状況 

橋りょうの年度別の整備状況をみると、1950 年以前から 2009 年まで整備されて

います。整備面積でみると、1987 年から 1991 年に集中しています。 
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（３）企業会計施設  

①上水道 

１．施設の数量 

高森町が管理する上水道（簡易水道）は、平成２7 年３月現在で、給水区域面積

1,121ha、給水人口 6,304 人となっています。また、管については、導水管 4,872

ｍ、送水管 25,265ｍ、配水管 62,136ｍの合計 92,273ｍを管理しています。 

 

上水道の概要 

項目 数量 項目 数量 

行政区域内現在人口 6,863 人 配水能力 5,411 ㎥/日 

計画給水人口 8,125 人 年間総配水量 871,542 ㎥ 

現在給水人口 6,304 人 一日最大配水量 2,772 ㎥/日 

浄水場設置数 1 カ所 年間総有収水量 769,515 ㎥ 

配水池設置数 29 カ所 給水区域面積 1,121ｈａ 

 

管径別 延長 

管種 
口径 

総延長 
300ｍｍ未満 300～500ｍｍ未満 500～1000ｍｍ未満 

導水管 4,872m 0m 0m 4,872m 

送水管 25,265m 0m 0m 25,265m 

管種 
口径 

総延長 
300ｍｍ以下 300～500ｍｍ以下 500～1000ｍｍ以下 

配水管 62,163m 0m 0m 62,163m 
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3 将来の更新費用の見通し  

（１）建築系公共施設の更新費用の試算結果  

 

建築系公共施設の将来の更新費用を試算した結果、本町が所有する公共施設について、

すべて大規模改修を実施し現状規模のまま建替えを行った場合、今後４０年間で２５３.

６億円（年平均６億３千万円）かかることが分かりました。 

 

建築系公共施設の更新費用 

 

（※一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 
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公共施設等更新費用試算ソフトの更新費用シミュレーション条件 

l 更新費用の推計額 

事業費ベースでの計算とする。 

一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため。 

l 計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延べ床面積×更新単価 

l 更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設

定された単価を使用する。また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むもの

として想定している。 

l 大規模改修単価 

建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

l 耐用年数 

標準的な耐用年数とされる 60 年を採用することとする。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より 

l 大規模改修 

建設後 30 年で行うものとする。 

l 地域格差 

地域差は考慮しないものとする。 

l 経過年数が 31 年以上 50 年までのもの 

今後 10 年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。 

l 経過年数が 51 年以上のもの 

建替え時期が近いので、大規模改修は行わずに 60 年を経た年度に建替えるものとして計算す

る。 

l 耐用年数が超過しているもの 

今後 10 年間で均等に更新するものとして計算する。 

l 建替え期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建替え期間を３年間として計算す

る。 

l 修繕期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、修繕期間を２年間として計算する。 
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公共施設等更新費用試算ソフト  更新単価 

施設用途 大規模改修 建替え 

市民文化系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

社会教育系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

産業系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

学校教育系施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

子育て支援施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

保健・福祉施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

医療施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

供給処理施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

施設用途 更新年数 更新単価 

道路 15 年 4,700 円/㎡ 

橋りょう 60 年 425 千円/㎡ 

上水道 60 年 100～923 千円/㎡ 

下水道 50 年 61～295 千円/㎡ 
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（２）土木系公共施設の更新費用の試算結果  

 

１．道路 

道路の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０年

間で３３１億１千万円（年平均８億３千万円）かかることが分かりました。 

 

道路の更新費用 

 

（※一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 
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２．橋りょう 

橋りょうの将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４

０年間で４１億２千万円（年平均１億円）かかることが分かりました。 

 

橋りょうの更新費用 

 

（※一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 
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（３）企業会計施設の更新費用の試算結果  

 

上水道施設 

上水道の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０

年間で９０億４千万円（年平均２億３千万円）かかることが分かりました。 

 

上水道施設の更新費用 

 

（※一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 
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（４）公共施設全体の更新費用  

建築系、土木系、企業会計すべての公共施設の更新費用を試算した結果、今後４０年間

で７１６億３千万円（年平均１７億９千万円）かかることが分かりました。 

過去５カ年の普通建設事業費の平均値を確保可能な予算額とし、不足額を求めたところ、

確保可能予算額が約８億円になるため、年平均で９.９億円不足することになります。 

 

公共施設全体の更新費用 

 

（※一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 

公共施設とインフラの更新費用推計額と確保可能予算額 

 
建築系 土木系 企業会計 合計 

更新費用（４０年間平均） ６．３億円 ９．３億円 ２．３億円 １７．９億円 

確保可能予算額（年平均） - - - ８億円 

不足分額（年平均） - - - ９．９億円 

 

 

年平均 8 億円を超える部分を平準化し、圧縮する必要がある 

更新費用推計額の５５.３％ 

（＝９.９／１７.９億円） 



  

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

公共施設等総合管理計画の目的等 
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１  公共施設等総合管理計画の目的  

これまで、我が国においては、高度経済成長期から急激な人口増加と社会変化の中で、

公共施設の整備が進められてきました。その当時に建設された公共施設の多くが老朽化

し、大規模改修や建替えが必要となっています。 

我が国の経済は緩やかな回復基調となっていますが、先進国の中でも最悪の水準にあ

る公債残高は増加の一途をたどっており、財政はまさに危機的状況にあります。それに

加え、少子高齢化に伴う社会保障費の増加、また、生産年齢人口の減少に伴う税収の減

少等によって、将来の財政状況はさらに厳しくなることが予測されます。 

本町においても公共施設の老朽化は大きな問題となっており、厳しい財政状況が続く

中で、将来の公共施設等に係る建替えや改修などの更新費用が増加することが予測され

ます。また今後人口減少等により、公共施設等の利用需要が低下していくことが予想さ

れます。 

これらの現状を踏まえて、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、また長期的な視

点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減・平準化す

るとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

この状況下、国においては、「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生

～」（平成２５ 年６ 月１４ 日閣議決定）における「インフラの老朽化が急速に進展

する中、「新しく造ること」から「賢く使うこと」への重点化が課題である。」との認

識のもと、平成２５年１１ 月には、「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。

各地方公共団体においては、こうした国の動きと歩調をあわせ、速やかに公共施設等の

総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）の策定を要

請されることとなりました。本町においても、こうした課題への対策が重要であると考

え、公共施設等総合管理計画を策定することとしました。  



公共施設等総合管理計画 

 

２  公共施設等総合管理計画の位置付け

本計画は、本町の上位計画である「

森町行政改革大綱」と連動して、各政策分野の中で公共施設面の取組みに対して横断的

な指針を提示するものです

梁長寿命化修繕計画」などの個別の公共施設計画については、本計画を上位計画と位置

づけ、本計画の方針との整合性や計画自

 

 

  

高森町行政改革大綱

建築物耐震

改修促進計画
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公共施設等総合管理計画の位置付け  

本計画は、本町の上位計画である「高森町総合計画」を下支えする計画であり、「

行政改革大綱」と連動して、各政策分野の中で公共施設面の取組みに対して横断的

す。またこれまでに策定した「建築物耐震改修促進計画」、「橋

梁長寿命化修繕計画」などの個別の公共施設計画については、本計画を上位計画と位置

づけ、本計画の方針との整合性や計画自体の実現可能性を検証することと

高森町総合計画

町行政改革大綱
公共施設等総合管理計画

（本計画）

建築物耐震

改修促進計画

橋梁長寿命化

修繕計画

公共施設等総合管理計画の目的等 

町総合計画」を下支えする計画であり、「高

行政改革大綱」と連動して、各政策分野の中で公共施設面の取組みに対して横断的

。またこれまでに策定した「建築物耐震改修促進計画」、「橋

梁長寿命化修繕計画」などの個別の公共施設計画については、本計画を上位計画と位置

体の実現可能性を検証することとします。 

 

個別施設の長寿
命化修繕計画
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３  計画期間  

本計画は、公共施設の寿命が数十年に及び、中長期的な視点が不可欠であることから、

平成２7 年度（２０１5 年度）から平成６6 年度（２０５４年度）までの４０年間の公

共施設全体の更新費用推計結果を踏まえて策定しました。計画期間については、策定作

業に充てた平成２７年度を除いた、平成２８年度から平成６６年度までの３９年間を計

画期間とします。また、当初の平成２８年度から平成３6 年度（２０２４年度）までの

９年間を第１期として、以後１０年間ごとに第２期～第４期に分け、具体的なアクショ

ンプランを策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道 

橋りょう 

道路 

ハコモノ 

全体目標 

基本方針 

分類ごとの 

個別方針 

分類ごとの 

アクション 

プラン 

施設分類を横断した調整 

第４次 

アクション 

プラン 

第１次 

アクション 

プラン 

第２次 

アクション 

プラン 

第３次 

アクション 

プラン 

第２期 

（H37～

H46） 

第３期 
（H47～

H56） 

第４期 
（H57～

H66） 

第１期（H28～H3６） 

本計画策定 
（H27） 

アクション 

プラン策定 

アクション 

プラン実施 
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４  計画の進行管理、マネジメント  

計画については、所管課等において進行管理・マネジメントを行います。１０年間の

期ごとにローリング7するとともに、歳入・歳出額の変動や扶助費等の増大、更新費用

試算条件の変更などの場合に、適宜見直しを行います。また、公共施設等の状況を毎年

把握し、施設カルテを作成することで施設の数量、品質、コストの観点から計画の実施

状況を検証します。検証の結果、必要と認められた場合には計画の見直しを行います。 

 

５  推進体制  

施設の各部門を横断的に管理し、施設を効率的に維持管理する目的で、町長をトップ

とした全庁的な取組体制を構築します。施設情報の一元管理においては、庁内の施設管

理システムを活用し、関係課等との共有化を図ります。また以下の内容についても取り

組むこととします。 

① 財政との連携 

効果的、効率的なマネジメントを実施していくために、財政部局との連携を図り

ます。 

 

② 町民・議会との協働 

町民・議会と行政の相互理解や共通認識の形成など、協働の推進に向けた環境整

備を行います。作成した計画については、住民に公表し、意見を反映します。 

 

③ 職員の意識改革 

職員一人一人が公共施設等マネジメント導入の意義を理解し、意識を持って取り

組み住民サービスの向上のために創意工夫を実践していきます。 

                                      

7 長期計画と現実とのズレを埋めるために、施策・事業を見直しや部分的な修正を、定期的に行っ

ていくこと。 



 

 

 

 

 

 

第４章 

公共施設等の管理に関する基本方針
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１  公共施設における現状と課題  

（１）施設の老朽化 

建築系公共施設のうち、大規模改修が必要とされる築 30 年を経過した建物が

29％を占め、1981 年の新耐震化基準以前に建築された施設は、全体の 19.2％を

占めています。今後、施設の安全性や品質を保つために大規模な改修や更新が必要

となりますが、１９7０年代後半から 2000 年代にかけて公共施設の整備量が増え

ているため、改修や更新にかかる経費が、整備量に比例して増えることが懸念され

ます。 

 

（２）財源の不足 

これまでの試算により、公共施設の更新費用は４０年間で 716 億３千万円かか

るため、過去５年の投資実績と比較した場合、毎年 9 億 9 千万円不足することが分

かりました。また、高齢化等に伴う扶助費の増加が予想されます。将来を見通した

人口や財政の規模にあった公共施設の適正配置を行い、維持管理等の削減を図り財

源を確保する必要があります。 

 

（３）住民ニーズの変化 

町の人口は減少傾向にありますが、年少人口と生産年齢人口は、減少を続けてい

る一方で、老年人口は増えています。２０３５年には高齢化率が 4８％に達するこ

とが予測されています。人口構成の変化や多様化する住民ニーズに応じた公共施設

の在り方を考えていく必要があります。 
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２  全体目標  

公共施設における現状と課題、施設の改修・更新にかかる将来コスト試算の結果

を踏まえ、全体目標を設定します。公共施設（建築系施設）とインフラ系（土木系

施設、企業会計施設）に大別し、公共施設については、新規整備を抑制すると共に、

施設の複合化等により施設総量を縮減し、将来の更新費用を削減します。 

 

建築系公共施設 

（１）新規整備は原則として行わない 

・長寿命化、維持補修などを適正に行い、既存施設の有効活用を図り、新規整備は

極力控える。 

・新規整備が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内で、費用対効果、人口比

率の変化を考慮し施設の規模などを検討する。 

（２）施設を更新（建替え）する場合は複合施設を検討する 

・施設の統合・整理や遊休施設の活用、施設の複合化等によって、機能を維持しつ

つ、施設総量を縮減する。 

・複合施設においては、管理・運営についても一元化・効率化する。施設の複合化

により空いた施設や土地は、活用・処分を検討する。 

（３）施設総量（総床面積）を縮減する 

・用途が重複している施設、分野を超えて重複している機能（会議室、ホール等）

については、統合・整理を検討する。 

・稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、なお稼働率が低い場合は、統合・整理を

検討する。 
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（４）施設コストの維持管理、運営コストを縮減する 

・ＰＰＰ8／ＰＦＩ9など、民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・

更新コスト及び管理運営コストを縮減する。 

（５）39 年間で更新費用を推計額より５５％圧縮する 

・公共施設等の更新費用推計結果により、過去 5 年の投資実績と比較すると年平均

９.９億円の不足が発生する。（１）～（４）の取組みを実施し、公共施設等の更

新にかかる費用を今後 39 年間で、推計結果より５５％圧縮する。 

 

インフラ系公共施設 

（１）施設総量を縮減する 

・インフラ施設については、町民生活の安全性、重要性を確認しながら、適正化を

図る。 

・重要度や利用度の低いインフラ施設は、施設のあり方を見直し、将来的に利用の

見込みのないものは廃止も含めて検討する。 

（２）ライフサイクルコストを縮減する 

・長寿命化を可能な限り図るとともに、計画的、効率的な改修・更新を推進、ライ

フサイクルコストを縮減する。 

・ＰＰＰ／ＰＦＩなど、民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・更

新コスト及び管理運営コストを縮減する。 

                                      

8
 PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）は、官・民が連携して公共サービス

などの提供を行う取組みの総称。PFI、指定管理者制度、民間委託、民営化などが含まれる。 
9 PFI（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）は、PPP の代表的な手法の一つで、公共施設等

の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 
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３  公共施設等の維持管理方針  

（１）点検・診断等の実施方針 

1)点検・保守 

建物は、数多くの部品、部材や設備機器などさまざまな素材が組み合わされて構

成され、それぞれの目的と機能を持っています。それらの部材、設備は、使い方や

環境および経年変化から生じる汚れ、損傷、老朽化の進行に伴い本来の機能を低下

させていきます。日常点検では、建物の劣化及び機能低下を防ぎ、建物をいつまで

も安全で快適な状態で使っていくための総合的な管理運営や実際の点検・保守・整

備などの業務を行います。 

 

建築・設備の日常点検項目 

 
  

構造別 小項目 点検方法など 設備別 小項目 点検方法など

①電気主任技

術者の選任

①建物の電気設備の契約電力が50KW以上の場合に は電

気主任技術者の選任が必要

②電気設備の

法定

②非常照明設備・自動火災報知設備など は「 建築基準法」

「消防法」に基づく 有資格者に よる定期点検・検査報告な

どが義務付けられている

①消火設備

①消火栓・スプリンクラー設備ついては「建築基準法」「 消防

法」に基づき有資格者による定期的な点検、検査報告など

が義務付けられている

②給排水衛生
②運転維持管理について有資格者の選任や検査・点検事

項・時期などについて法令で規制されることがある

①ボイラー・冷凍機など法的運転資格者の選任、法的定期

検査を受ける

②ビル管理法上の対象建物は法に 定め られた運転資格者

の選任

③法に基づく 換気設備・排煙設備は有資格者による定期点

検検査・報告が義務付けられている

④冷暖房換気設備を構成する機器は回転振動などのよる摩

耗、劣化などがおきるので定期点検整備が必要

①吹付け塗装

②タイル張り

③石・擬石・テラゾ

④非鉄金属仕上げ

⑤鉄部の塗装

⑥シーリング材

⑦ガラス

①定期的な吹付けなおし

②定期的点検

③定期的点検

④定期的清掃と塗り替え

⑤定期的清掃と塗り替え

⑥定期的手入れ

⑦破損点検

建　築 設　備

構造体の安

全について

各種荷重に対するチェッ

ク

電 気 設 備

について

屋根・屋上

について

給 排 水 衛

生設備につ

いて

外装仕上げ

について

冷 暖 房 換

気設備につ

いて

冷暖房換気設

備の維持管理

①防水に対するチェック

②パラペット

③ルーフドレン・とい

④屋上柵・タラップ

⑤丸環

⑥金属板葺き屋根

⑦石綿スレート葺き屋根

①防水保護塗幕膜の点検

②定期的清掃点検

③定期的清掃点検

④定期的手入れと点検

⑤定期的手入れと点検

⑥早めの点検補修

⑦暴風雨前後の点検手入れ



公共施設等総合管理計画 第４章 公共施設等の管理に関する基本方針 

 

30 

 

 

 (「建築・設備の日常点検項目）建築リニューアル支援協会（ARCA）より引用」) 

 

2)施設の診断 

①診断の実施方針 

現況把握のための施設診断では、施設の安全性、耐久性、不具合性および適法性

が最低限必要な診断項目となります。 

・「公共施設診断の対象となる評価項目」より、本町で必要とする品質・性能が把

握できる評価項目について、簡易な診断を実施する。 

・耐震診断、劣化診断、衛生・空気質診断など既往の診断があるものはそのデータ

を利用する。 

・診断は、経年的な施設の状況を把握するため、定期的に行うことが望ましく、そ

の記録を集積・蓄積して計画的な保全に活用する。 

  

構造別 小項目 点検方法など 設備別 小項目 点検方法など

①「建築基準法第12条」により定期検査報告が義務付けら

れている

②昇降機設備は複雑な制御機構を持った精度の 高い 機器

設備なので維持管理は専門技術者におこなわせる

①境界標石 ①隣接地工事の際注意

②排水溝 ②点検清掃

外構・その

他について

内部仕上げ

について
①～⑧省略

ガス設備に

ついて

ガス漏れ検知装置、その 他安全装置につい ては定期的に

専門業者の点検を受ける

汚 水 浄 化

槽設備につ

いて

日常点検・保守

建具につい

て

昇 降 機 設

備について

エレベーター・

エスカレーター

など

①定期的点検パッキン材取替

③定期的な点検整備

②定期的清掃点検

④締めつけ調整

建　築 設　備

①消毒液を常にタンクに確保しておく 。

②駆動装置およびポンプ設備は、常時作動させておく

厨房・浴室

・便所など

水を使用す

る場所につ

①アルミ製建具

②鋼製建具

③シャッター・防火扉

④建具金物

①石・擬石・テラゾ

②陶磁器質タイル

③モルタル・コンクリート

④弾性床材

⑤板張り・フローリング・

ブロック

⑥カーペット類

⑦塗装

⑧壁紙・布張り木材生地

①厨房

②浴室

③便所

①定期的清掃、グリストラップの

内部点検

②使用後の清掃、換気

③拭き取り清掃



公共施設等総合管理計画 第４章 公共施設等の管理に関する基本方針 

 

31 

 

②施設の長寿命化と施設診断 

施設の長寿命化を図るには、上記の診断項目に加えて、快適性、環境負荷性、社

会性など種々の性能が要求されます。 

・「公共施設診断の対象となる評価項目」より、本町に必要な評価項目を選択し、

評価方式を構築する。 

・公共施設の主要な全施設について、施設毎に評価を行い施設の課題と優先度を判

断する。 

 

公共施設診断の対象となる評価項目（FM 評価手法・JFMES13 マニュアル(試行版)より構成） 

記

号 
評価項目 評価内容 

a. 安全性 
・敷地安全性（耐災害）、建物耐震・耐風・耐雪・耐雨・耐落雷安全性、 

防火安全性、事故防止性、防犯性、空気質・水質安全性 

b. 耐久性 ・建物部位（構造・外装など）の耐久性・劣化状況 

c. 不具合性 ・施設各部位（構造・仕上・付帯設備・建築設備）の不具合性 

d. 快適性 ・施設快適性（室内環境・設備）、立地利便性 

e. 環境負荷性 ・施設の環境負荷性（省エネ、有害物質除去など） 

f. 社会性 ・地域のまちづくりとの調和、ユニバーサルデザイン（バリアフリー化） 

g. 耐用性 ・経過年数と耐用年数、変化に対する追随性、計画的な保全・大規模改修 

h. 保全性 ・維持容易性、運営容易性、定期検査の履行 

i. 適法性 ・建築法規、消防法、条例 

j. 情報管理の妥当性 ・情報収集、情報管理、情報利活用 

k. 体制・組織の妥当性 ・統括管理体制、管理体制、トップマネジメントへの直属性 

l. 顧客満足度 ・顧客満足度、職員満足度 

m. 施設充足率 ・地域別施設数量の適正性、用途別施設数量適正性、余剰スペース 

n. 供給水準の適正性 ・供給数量適正性（敷地面積、建物面積など） 

o. 施設利用度 ・施設利用率、空室率 

p. 点検・保守・改修コストの適正性 ・点検・保守費、清掃費、警備費、改修費・大規模改修費、更新費 

ｑ. 運用コストの適正性・平準化 ・運用費、水道光熱費 

r. ライフサイクルコストの適正性 ・ライフサイクルコスト 
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（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

1)維持管理・修繕の実施方針 

建物を使用するには、設備機器の運転や清掃、警備保安が必要です。その中でも

機器の運転は、日常の点検、注油、消耗品の交換、調整が欠かせません。また、修

繕や小規模改修に対しては、公共団体と管理会社が役割の分担を決めて速やかに対

応できる体制を構築します。 

 

・清掃は、建物の環境を常に衛生的な状態に維持し、快適性を高めるために日常的

に実施する。 

・廃棄物処理は、事業系の一般廃棄物について軽減施策を立案し実践する。 

・維持管理および修繕を計画的・効率的に行うことによって、維持管理費・修繕費

を平準化し、建物にかかるトータルコストを縮減する。 

 

2)更新（建替え）・改修の実施方針  

計画的な保全では、不具合が発生したつど対応する事後保全ではなく、事前に実

行計画を策定し実施していくことが重要です。施設の経年変化と、法規の改正によ

り既存施設が不適格となる場合があるので、適法性の管理が必要となります。 

 

適法性の主な管理項目 

適法性

管理 

関連法

規適法

性 

建物に関する法令 

建築基準法、耐震改修促進法、品確法、学校保険法、医療法、

児童福祉法、駐車場法、文化財保護法、建築物管理法、労働安

全衛生法 

消防に関する法令 消防法 

条例に関する法令 条例 

環境に関する法令 廃棄物処理法、グリーン購入法、省エネルギー法、公害防止法 

不動産に関する法令 不動産登記法、宅地建物取引業法、借地借家法 

定期検

査の履

行 

建物定期検査 
消防用設備等点検、昇降機定期検査、水質・水道施設の検査、

空気質検査、特殊建築物の定期検査、 

建築設備定期検査 
建築設備の定期検査、ガス消費機器の調査、電気工作物の調査、

自家用電気工作物の点検 
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建物を更新しないで長期にわたって有効に活用するためには、建築の基本性能を、

利用目的に合致した最適な状態に維持あるいは向上することが必要となります。そ

のため、インフィル10を適切なタイミングで診断し、計画的に保全していくことが

不可欠であり、公共施設等総合管理計画の中の具体的な計画となる長期修繕計画の

策定や定期的な見直しを行う中期修繕・改修計画の展開が重要となります。 

 

また公共施設が更新される際には、施設の耐久性、不具合性、規模(広さ・高さ)、

使いやすさ、及び陳腐化の他に、施設に求められる様々な性能面および法規対応に

おいて要求水準を満たしていない場合があるので、更新の際には種々の診断を行っ

て更新の原因を明確にする必要があります。 

更新する場合は、まちづくりとの整合性を保ち公共施設のコンパクト化や効率化

の観点から、土地や建物について、単独更新以外の統合や複合化について検討を行

います。したがって更新・改修の方針については、統合や廃止の推進方針と整合性

を図る必要があります。公共施設等の供用を廃止する場合については、「（６）統

合や廃止の推進方針」に示しています。 

 

（３）安全確保の実施方針 

公共施設における安全確保においては、利用者の安全を確保し、資産や情報を保

全しなければなりません。また、万一の事故・事件・災害に遭遇したときに損害を

最小限にとどめ俊敏に復旧するための体制を、平時から整えておくことは、施設管

理者にとって最も重要なことです。 

次の表は施設の安全性および耐久性の観点から、それらに係る項目を抽出したも

のですが、高い危険性が認められる項目として、敷地安全性、建物安全性、火災安

全性、生活環境安全性、構造および外部仕上が挙げられます。

                                      

10 基本構造（スケルトン）以外の各戸の間取り・内装・設備など 
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施設の安全確保に係る項目（FM 評価手法・JFMES13 マニュアル(試行版)） 

 

 

 

 

 

 

大項目 中項目 小項目

地震災害 ・液状化・活断層・有・無

土砂災害 ・警戒区域・特別警戒区域・有・無

浸水災害 ・水害危険区域・津波高潮浸水区域・有・無

地盤安定性 ・地盤沈下・地盤崩壊・湿潤地域の有・無

緊急自動車接近 ・道路幅

地盤調査結果 ・軟弱地盤・盛土・埋立地・有　・無

危険物の種類 ・消防法危険物（1類・2類・3類）・有・無

保安距離 ・危険物から50m以内、200m以内

基礎の安全性 ・基礎の安全要件の満足度

常時床荷重 ・許容積載荷重・超過

建設年 ・1981年6月以前

耐震診断 ・Is値＞0.6 /0.6＞Is値＞0.3 /0.3＞Is値

耐震補強 ・要・不要

耐震等級 ・等級

免震、制震 ・有・無

耐風安全性 耐風等級 ・等級

対水安全性 浸水対策 ・浸水に対する安全要件の満足度

対落雷安全
性

避雷針 ・落雷に対する安全要件の満足度

耐火安全性 延焼防止 ・外壁・屋根の防火性能

避難安全性 避難路確保 ・避難路確保

消火安全性 消火活動・経路確保 ・非常用侵入口・窓先空地・防火設備・防火用水確保

空気質測定 ・有　・無 ・飛散性・非飛散性のｱｽﾍﾞｽﾄ排除状況

空気質安全性の確保 ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ放散速
度水質検査 ・有　・無

水質安全性の確保 ・水質安全性の確保に対する安全要件の満足度

転倒・転落防止性 ・転倒・転落防止に対する安全要件の満足度

落下物防止性 ・落下物防止に対する安全要件の満足度

危険物の危険防止性 ・危険物の危険防止に対する安全要件の満足度

アスベスト排除 ・飛散性・非飛散性のｱｽﾍﾞｽﾄ排除状況（年代･部位）

PCB排除 ･ﾄﾗﾝｽ・蛍光灯・ｼｰﾘﾝｸﾞからPCB排除状況（年代･部位）

フロン・ハロン対策 ・冷媒・断熱材からﾌﾛﾝ、消火剤からﾊﾛﾝ排除状況

ＣＣＡ対策 ・木造土台のCCA・有無

日照・通風障害防止性 ・日照・通風障害防止要件の満足度

風害防止性 ・風害防止要件の満足度

電波障害性防止性 ・電波障害性防止要件の満足度

騒音･振動・悪臭防止性 ・音･振動・悪臭防止要件の満足度

障害防止性 ・排気・排熱・排水障害防止要件の満足度

外構の維持保全 ・外構の維持保全要件の満足度

評価項目
内　容

安全性

自然災害回
避性

敷地安全対
応策

構造安全性

耐震安全性

生活環
境安全
性

空気質安全
性

水質安全性

傷害・損傷防
止性

有害物質排
除性

公害防止性

敷地
安全性

火災安
全性

建物安
全性
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本町では、この中から高度な危険性が認められる項目を絞り込み評価します。 

評価の結果、危険性が認められた施設については、評価の内容に沿って安全確保

のための改修を実施するか、改修をせずに供用廃止するか総合的な視点に立って判

断します。 

点検・診断等により高度の危険性が認められ供用廃止とした公共施設等について

は、順次取壊しを行います。 

 

（４）耐震化の実施方針 

「熊本県建築物耐震改修促進計画」に基づき耐震診断、耐震改修が進められてい

ます。防災拠点施設等や特定既存耐震不適格建築物に加え、用途や規模、防災上の

機能性等により耐震性を確保する必要がある建築物について耐震化を図ります。 

 

 

大項目 中項目 小項目

経過年数 ・経過年数の％

耐用年数（償却） ・法的耐用年数

構造材耐久性 ・構造耐用年数（60年）と築年の差

外壁・屋根耐久性 ・外壁・屋根耐用年数（40年）と改修年の差

付属設備耐久性 ・設備耐用年数（20年）と改修年の差

基礎・躯体 ・沈下、亀裂、欠損の状況

土台 ・腐れ、欠損の状況

柱、梁、壁、床など ・亀裂、脱落、腐食、欠損、肌別れ、ゆるみの状況

屋根 ・排水良否、雑草有無、屋上防水層ふくれの状況

外壁 ・剥落、落下、ひび割れの状況

窓枠、サッシ、ガラス ・腐朽、ゆるみ、落下、ﾊﾟﾃ・ｼｰﾘﾝｸﾞの状況

天井 ・たるみ、はずれ、亀裂、肌別れ、剥落、落下・有・無

内壁 ・割れ、剥がれ、変色・有・無

床 ・割れ、剥がれ、変色・有・無

煙突、屋外階段 ・傾斜、亀裂、腐食、剥落、支持金物の緊結状況

広告塔、吊り看板、他 ・浮き上がり、腐食、ゆるみの状況

電気設備機器本体 ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況

給排水衛生設備機器本体 ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況

空調換気設備機器本体 ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況

搬送設備機器本体 ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況

その他設備機器本体 ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況

評価項目
内　容

耐用性

耐久性

耐用年数

耐久性

不具合
現況

構造不具合

建築設備
不具合

付帯設備
不具合

内部仕上
不具合

外部仕上
不具合
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（５）長寿命化の実施方針 

1)総合的かつ計画的な管理 

診断と改善に重点を置いた総合的かつ計画的な管理に基づいた予防保全によって、

公共施設等の長期使用を図ります。 

総合的かつ計画的な管理とは、公共施設を安心で快適な状態に保つために、点検・

保守・修繕、清掃・廃棄物管理等の通常業務を行うとともに、定期的な施設診断を

実施し、小規模改修工事を行って不具合箇所を是正することです。 

 

2)計画的な保全、長寿命化計画 

施設は建設から 40 年くらいまでは、小規模な改修工事や点検・保守・修繕を定

期的に行うことによって、性能・機能を初期性能あるいは許容できるレベル以上に

保つことが可能です。しかし、建設後 40 年程度経過すると点検・保守による修繕・

小規模改修工事では、性能・機能が許容できるレベル11を維持できなくなり、大規

模改修工事が必要となります。社会的な要求性能レベル12は通常時間が経つにつれ

て上昇するため、要求性能レベルの変化を視野に入れた改修工事が望まれます。ま

た、さらに施設の寿命を延ばすには、長寿命改修工事が必要となります。 

本町の公共施設では、大規模改修工事を実施した場合、建替え周期を 60 年とし

ます。また、60 年経過する時点で診断を行い更に使用が可能であれば長寿命改修

工事を行って 80 年まで長期使用しコストを削減します。

                                      

11
許容できるレベル（許容レベル）：使用者・利用者が許容できる公共施設の性能・機能の水準 

12
要求性能レベル：耐震化やユニバーサルデザインなどの公共施設に求められる基本的な性能の水準 
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長寿命化における経過年数と機能・性能 

 

 

なお、橋りょう、町営住宅においては長寿命化計画を策定し、ライフサイクルコ

ストを低減します。その他の公共施設等においても、個別の長寿命化計画を策定し、

推進します。 
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（６）統合や廃止の推進方針 

1)公共施設等コンパクト化に向けた基礎資料の構築 

危険性の高い施設や老朽化等により供用廃止（用途廃止、施設廃止）を必要とす

る施設を見出します。 

施設の性能（老朽化度、機能性）や活用度（利用状況、コスト状況）によって施

設を診断し、継続使用、改善使用、用途廃止、施設廃止の４つの段階に評価します。 

診断結果は、施設の統廃合及び供用廃止の判断材料とします。 

 

診断結果と取組の方向性 

診断結果 
取組の方向性 

施設面 ソフト面（検討項目） 

継続使用 
・長期修繕計画の策定 ・効果的かつ効率的な運用を検討 

・計画保全の考えに基づき計画的な維持修繕実施 ・それに伴う改善策を検討 

改善使用 

・長期修繕計画の策定 

・計画保全の考えに基づき計画的な維持修繕実施 

・建替更新時の規模縮小の検討 

・多用途との複合化など、施設の有効活用の検討 

・PPP/PFIの活用等による用途変更 

・利用者増加など、利用状況改善に向けた改

革等を検討 

・利用者ニーズを踏まえ、提供するサービス

の充実や取捨選択を検討 

・運用の合理化を検討 

用途廃止 
・空いた施設の利活用(多用途への変更、民間へ

の貸与等)の検討 

・用途廃止の代わりに、類似民間施設への移

転（サービス転化）等を検討 

施設廃止 

・施設廃止後は、建物解体 ・類似施設への統合を検討 

・他施設との複合化を検討 

・用途廃止の代わりに、類似民間施設への移

転（サービス転化）等を検討 

・施設廃止に伴う跡地は原則売却 
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2)住民サービスの水準を確保しつつ、公共施設等の統合や廃止の推進に向けた施策 

公共施設等の統合や廃止では、住民サービスの水準低下が伴います。それを最小

限にするために、種々の公共施設コンパクト化の施策について住民、議会と協議し

ながら検討していきます。 

 

公共施設コンパクト化の段階 

段階 住民サービス水準の変化 行政サービス・施設サービスの考え方 公共施設コンパクト化の施策 

Ⅰ 
・住民の痛みを求めない初動的

取組 
・住民サービスの現状の水準を維持 

・公共施設等の運営の効率化 

・公共施設等の賃貸 

Ⅱ 

・一定の住民負担を前提とした

住民サービスの質の低下を招

かない取組 

・行政サービス、施設サービスの質の改

善を目指した取組 
・公共施設等の合築 

※合併市町村では大きな政策

課題 
・第 1 段階のコンパクト化 ・公共施設等の統合 

Ⅲ 
・財政収支見通しに基いた住民

の痛みを伴う取組 

・行政サービス、施設サービスの見直し

により住民サービスが低下することも想

定 

・公共施設等の使用制限・使用

料金徴収（受益者負担） 

・第 2 段階のコンパクト化 ・公共施設等の減築 

※住民の理解と合意形成が必要 ・公共施設等の廃止 

Ⅳ 

・公共団体が果たすべき公共施

設管理の役割を明確化にする

取組 

・民間主体による公共施設管理 

・公共施設等維持管理の民営化 

・第 3 段階のコンパクト化 
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（７）インフラ系公共施設の維持管理方針 

インフラ系公共施設については、複合化・集約化等や用途変更、施設廃止等の取

組みが適さないことから、建築系公共施設とは異なる方法によって維持管理を行い

ます。 

 

・道路、下水道といった施設種別ごとに、整備状況や老朽化の度合い等をふまえ、

施設の重要度に応じた個別の維持管理方針を策定し、施設の特性に合った管理水

準を設定する。 

・定期的な点検により劣化状況等の把握を行い評価する。また点検で収集したデー

タについては蓄積し管理する。 

・点検及び評価に基づいた中長期の更新・修繕計画を策定する。 

・施設の状況、財政状況等を総合的に判断し、定期的に管理水準等の見直しを行う

とともに目標を再設定する。 



 

 

 

 

 

第５章 

施設類型ごとの基本方針 
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Ⅰ．建築系公共施設  

維持管理の基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

 

（１）施設数に関する基本的な考え方 

厳しい財政状況を踏まえ、施設活用度の低い施設については、他用途への変更や施設

の在り方を見直します。施設活用度が高く、建物性能も高い施設については、維持保全

しながら継続使用しますが、将来的には、人口の推移、町の財政状況、及び施設の経営

状態等を注視しながら、広域化による近隣自治体との共同利用や、施設の集約化等につ

いて検討していきます。 

施設の集約化、用途廃止等で余剰資産となった施設は、売却、貸し出し、除却等につ

いて検討します。 

 

（２）施設保全に関する基本的な考え方 

施設の状況を的確に把握し管理するため、管理データを整備し、定期点検を行って予

防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期

や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行える環境を構築します。 

 

（３）コストに関する基本的な考え方 

老朽化が進んだ施設は、施設コストが増えることが予想されますが、予防保全を実施

することでトータルコストの縮減を図ります。また、光熱水費が割高の施設については、

運用や設備における省エネ策を検討します。清掃等の施設保全に係る委託費については、

各施設の共通する業務委託について、仕様の標準化や委託の包括化などの方法を検討し

コストダウンを図ります。  
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１．学校教育系施設  

（１）学校 

①施設状況 

施設概要 

下表は、学校教育系施設の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたも

のです。学校教育系施設で、築３０年を超える建物は、延床面積の 23.9%を占めていま

す。また最も古い施設は築 36 年となっています。 

 

  

校舎・幼稚園舎 1,127.00 1979 36
校舎（特別教室） 244.00 1979 36
校舎（特別教室） 113.00 1979 36
渡廊下 67.00 1979 36
校舎（特別教室） 1,261.00 1980 35
機械室（棟） 35.00 1980 35
体育館 1,213.00 1980 35
渡廊下 40.00 1980 35
校舎・幼稚園舎 416.00 1979 36
倉庫 71.00 1981 34
屋外便所 24.00 2009 6
給食室（棟） 405.00 1992 23
校舎（特別教室） 254.00 - -
校舎（特別教室） 165.00 - -
その他（部室兼屋外便所） 107.00 2009 6
校舎 2,106.00 2002 13
特別教室 1,694.00 2003 12
高森中学校屋内プール 996.00 2002 13
体育館 2,466.00 1991 24
体育館渡廊下 37.00 1991 24
校舎 1,964.00 1995 20
体育館 1,057.00 1995 20
車庫 112.00 1995 20
プール附属建物 62.00 1996 19
校舎・幼稚園舎 1,602.00 1987 28
給食室 97.00 1987 28
体育館 1,149.00 1987 28
車庫 77.00 1987 28
プール付属建物 54.00 1988 27
給食室（棟） 200.00 1987 28

経過
年数

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

延床面積
(㎡)

1

3

5,016.00

3,195.00

高森中央小学校

高森東小学校

2 高森中学校 7,825.00

4 高森東中学校 3,179.00
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維持管理状況 

学校教育系施設については、すべての施設で耐震化が図られており、建築点検、設備

点検とも定期的に行われています。老朽化状況をみると、特に高森中央小学校の老朽化

が進んでいます。 

 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

利用・運営状況 

下表は、小中学校の児童・生徒数の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみる

と減少しています。今後は 1４歳以下人口が減少※していくため、児童数・生徒数もさ

らに減少していくことが予想されます。 
（※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』） 

 

 

  

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

教育課 C A

教育課 B A

教育課 A A

教育課 B A

A

A AAA

A

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名 所管課

保守・点検

1

3

A

A A

高森中央小学校

高森東小学校

A

2 高森中学校 A A A A

4 高森東中学校 A A

児童・生徒数の推移 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H26年度
高森中央小学校
高森東小学校

小学校計 0 0 0 0 0
高森中学校
高森東中学校

中学校計 0 0 0 0 0
小・中学校計 0 0 0 0 0

（単位：人）
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施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストは、高森東中学校が最も大きく、次いで高森中央

小学校となっています。今後は、施設の老朽化に伴い、改修等の費用が増えていくこと

が予想されます。 

（単位：円） 

 
 

 

②施設の基本方針 

小学校・中学校については、今後も児童・生徒数の減少が見込まれることから、学校

規模の適正化についても検討を続けていく必要があります。 

学校規模の適正化においては、文部科学省が平成 27 年 1 月 27 日に公表した「公立

町学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引～少子化に対応した活力ある学校

づくりに向けて～」を参考に、児童生徒数の予測を踏まえ、町の学校基本方針、財政状

況、建物の老朽化状況、及び地域の実情等を考慮したうえで施設数の適正化を図ります。 

  

高森中央小学校 高森中学校 高森東小学校 高森東中学校

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 1,908,950 3,517,873 1,691,980
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 805,980 1,052,415 563,220
修繕費 4,669,220 2,193,121 109,250
工事請負費 1,254,960
その他 171,642 675,608 104,692

計 7,555,792 6,763,409 675,608 3,724,102
貸借料（施設維持管理費以外） 2,382,660
委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費 765,715 340,615
その他

計 765,715 2,723,275
7,555,792 7,529,124 675,608 6,447,377

1,506 962 211 2,028

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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２．市民文化系施設  

①施設状況 

施設概要 

市民文化系施設は、集会施設と文化施設に分類されますが、高森町の市民文化系施設

は全て集会施設に分類されます。下表は、市民文化系施設の施設名称、延床面積、建築

年などの施設概要をまとめたものです。市民文化系施設で、築３０年を超える建物は、

延床面積の 55.9%を占めています。また最も古い施設は築 59 年となっています。 

 

 

  

5 憩の家 集会所 199.00 199.00 1986 29
6 河原総合センター 老人憩の家 195.00 195.00 1992 23

研修所 681.00 1978 37
体育館 420.00 1978 37
給食室（棟） 70.00 1978 37

8 上色見生涯学習センター 体育館 699.00 699.00 1990 25
上色見総合センター 389.00 2007 8
屋外トイレ 22.00 2007 8

10 色見生涯学習センター 体育館 704.00 704.00 1988 27
11 色見総合センター 色見総合センター 404.00 404.00 2007 8

校舎・幼稚園舎 1,456.00 1982 33
体育館 915.00 1988 27
便所（棟） 39.00 1982 33
渡廊下 17.00 1988 27

13 草部総合センター 草部総合センター 373.00 373.00 2009 6
倉庫 72.00 1961 54
校舎・幼稚園舎 448.00 1956 59
校舎・幼稚園舎 562.00 1956 59
便所（棟） 66.00 1956 59
倉庫 27.00 1967 48
研修所 899.00 1985 30
体育館 639.00 1986 29
給食室（棟） 150.00 1986 29

16 高森総合センター 産業センター 1,215.00 1,215.00 1982 33

河原生涯学習センター7

411.00

2,427.00

1,175.0014 草部南部生涯学習センター

上色見総合センター

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

高森自然学校15

9

1,171.00

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

草部生涯学習センター12

1,688.00
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維持管理状況 

市民文化系施設については、大半の施設で耐震化が図られています。また、建築点検

は不定期に、設備点検は定期的に行われている施設が多くなっています。老朽化状況を

みると、河原生涯学習センター、草部生涯学習センター、草部南部生涯学習センター、

高森自然学校、高森総合センターの老朽化が進んでいます。 

 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

利用・運営状況 

下表は、市民文化系施設の利用者の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみる

と、利用者が増加している施設と減少している施設に分かれています。 
 

 

  

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

5 憩の家 住民福祉課 A A B・C B B C

6 河原総合センター 生活環境課 B A C A B A

生活環境課 C A

8 上色見生涯学習センター 生活環境課 B A C A A A

生活環境課 A A

10 色見生涯学習センター 生活環境課 B A B A B A

11 色見総合センター 生活環境課 B A B A A A

生活環境課 C A

13 草部総合センター 生活環境課 B A A A A A

生活環境課 C -

生活環境課 C A

16 高森総合センター 総務課 B A A A C A

ABAB

AAAB

A

CBBB

河原生涯学習センター7 B A A A

14 草部南部生涯学習センター

上色見総合センター

保守・点検

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名

高森自然学校15

9

所管課

草部生涯学習センター12 ACB

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
憩の家 4,500
河原総合センター 600
河原生涯学習センター 560
上色見生涯学習センター 5,660
上色見総合センター 5,800
色見生涯学習センター 3,240
色見総合センター 2,300
草部生涯学習センター 2,300
草部総合センター 4,460
草部南部生涯学習センター 100
高森自然学校 700
高森総合センター 8,000

（単位：人）
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公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果 

平成２８年２月に実施した、「公共施設に関する利用状況及び意識調査」の結果による

と、総合センター、生涯学習センターについては、高森総合センター以外の施設は、全

体での利用率が１５％を下回っており、地区内での利用がほとんどとなっています。 

 

 

  

利用率※ 全体
河原総合センター 4.2 尾下・河原 50.0 色見、上色見、草部北部 0.0
河原生涯学習センター校舎 2.0 尾下・河原 22.6 色見、草部南部、草部北部、野尻・津留 0.0
河原生涯学習センター体育館 3.2 尾下・河原 50.0 色見、草部北部 0.0
上色見生涯学習センター体育館 7.6 上色見 52.8 草部南部、野尻・津留 0.0
上色見総合センター 10.9 上色見 67.4 野尻・津留 1.4
色見生涯学習センター体育館 6.2 色見 23.8 草部北部、野尻・津留 0.0
色見総合センター 13.8 色見 63.1 野尻・津留 0.0
草部生涯学習センター校舎 4.3 草部南部 30.6 色見 0.0
草部生涯学習センター体育館 8.7 草部南部 67.8 色見 0.0
草部総合センター 14.2 草部南部 86.0 色見 0.8
草部南部生涯学習センター校舎 5.3 草部南部 43.8 色見、野尻・津留、尾下・河原 0.0
高森自然学校校舎 5.5 草部北部 84.2 野尻・津留 0.0
高森自然学校体育館 6.7 草部北部 78.9 色見、草部南部 0.8
高森総合センター 42.3 草部北部 68.4 野尻・津留 24.3
※アンケート回答者における利用者の割合

最も利用率が高い地区 最も利用率が低い地区

（単位：％）
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施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストは、高森総合センターが最も大きく、次いで憩い

の家となっています。築３０年を超える施設が多いため、今後は、施設の老朽化に伴い、

改修等の費用が増えていくことが予想されます。 

（単位：円） 

 

 
 

 

憩の家 河原総合センター
河原生涯

学習センター

上色見生涯

学習センター

上色見

総合センター

利用者からの収入（使用料等） 7,200 15,000 66,900 18,000
一般会計からの収入

その他の収入

0 7,200 15,000 66,900 18,000
正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等 20,000 97,200

指定管理料

光熱水費 182,165 40,680 100,353 133,501
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 107,100 26,250
修繕費 174,619 228,320
工事請負費

その他 31,274 31,048 25,988 69,666
計 495,158 295,250 131,401 159,489 69,666

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他 26,474
計 26,474

541,632 392,450 131,401 159,489 69,666
2,722 2,013 112 228 170

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト

色見生涯

学習センター
色見総合センター

草部生涯

学習センター
草部総合センター

草部南部生涯

学習センター

利用者からの収入（使用料等） 48,100 61,900 43,800 137,200
一般会計からの収入

その他の収入

48,100 61,900 43,800 137,200 0
正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 368,194 337,755 216,475 32,028
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等）

修繕費

工事請負費

その他 24,198 87,667 79,181 81,416 173,232
計 392,392 87,667 416,936 297,891 205,260

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

392,392 87,667 416,936 297,891 205,260
557 217 172 799 175

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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（単位：円） 

 

 

②施設の基本方針 

集会施設については、施設の利用状況や財政状況、地域の実情等を考慮したうえで、

「公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果」を参考に、施設数の適正化を図りま

す。また、必要な施設を建替える場合においては、他の集会施設の集約化や他用途の施

設との複合化など、更新費用の縮減につながる方法を検討します。 

 

  

高森自然学校 高森総合センター

利用者からの収入（使用料等） 6,100 524,400
一般会計からの収入

その他の収入

6,100 524,400
正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 184,671 2,621,857
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 531,830
修繕費 471,343
工事請負費

その他 64,876 41,698
計 249,547 3,666,728

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

249,547 3,666,728
148 3,018

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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３．スポーツ・レクリエーション系施設  

（１）スポーツ施設 

①施設状況 

施設概要 

下表は、スポーツ施設の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたもの

です。最も古い施設は、町民グラウンドの築 30 年となっています。 

 

 

維持管理状況 

スポーツ施設ついては、建築点検、設備点検とも概ね定期的に行われています。老朽

化状況をみると、町民グラウンドの老朽化が進んでいます。 

 

 

※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

  

管理事務所 65.00 1985 30
その他（更衣室棟） 30.00 1985 30

18 町民体育館 体育館 3,880.00 3,880.00 1997 18
19 尾下体育館 体育館 584.00 584.00 1990 25

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

95.0017 町民グラウンド

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

教育課 C C

18 町民体育館 教育課 A A A A A A

19 尾下体育館 生活環境課 B A B A B A

保守・点検

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名 所管課

AA A B17 町民グラウンド
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利用・運営状況 

下表は、スポーツ施設の利用者の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみると、

利用者数は減少しています。全スポーツ施設の利用者合計をみると、平成２４年時点の  

割にまで減少しています。 

 

 

公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果 

平成２８年２月に実施した、「公共施設に関する利用状況及び意識調査」の結果による

と、グラウンド、体育館については、全体での利用率が 30％を下回っています。また、

町民グラウンド、町民体育館は所在する上色見地区の利用が最も多く、草部グラウンド

と尾下体育館は、地区内での利用がほとんどとなっています。 

 

 

  

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
町民グラウンド 2,400
町民体育館 1,500
尾下体育館 280

（単位：人）

利用率※ 全体
町民グラウンド 16.2 上色見 34.8 野尻・津留 5.4
草部グラウンド（建物なし） 9.5 草部南部 71.1 色見 0.8
町民体育館 26.6 上色見 47.2 野尻・津留 9.4
尾下体育館 3.6 尾下・河原 45.2 色見、上色見、草部北部 0.0
※アンケート回答者における利用者の割合 （単位：％）

最も利用率が高い地区 最も利用率が低い地区
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施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストでは、町民グラウンドが高くなっています。（管

理棟等の建物面積で算出しているため大きくなっている。）今後は、施設の老朽化に伴

い、改修等の費用が増えていくことが予想されます。 

（単位：円） 

 

 

②施設の基本方針 

スポーツ施設については、施設の利用状況や財政状況、地域の実情等を考慮したうえ

で、「公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果」を参考に、施設数の適正化を図

ります。  

町民グラウンド 町民体育館 尾下体育館

利用者からの収入（使用料等） 60,000 1,320,000 4,800
一般会計からの収入

その他の収入

60,000 1,320,000 4,800
正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 2,500,000 3,000,000 106,043
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 650,000 200,000 52,500
修繕費 1,000,000
工事請負費

その他 19,573 117,570 23,383
計 3,169,573 4,317,570 181,926

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費 1,200,000
その他

計 1,200,000
4,369,573 4,317,570 181,926

45,996 1,113 312

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費
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（２）レクリエーション施設・観光施設 

①施設状況 

施設概要 

レクリエーション施設・観光施設には、観光交流センター、キャンプ場、物産館が該

当します。下表は、レクリエーション施設・観光施設の施設名称、延床面積、建築年な

どの施設概要をまとめたものです。施設はすべて築３０年未満で、最も古い施設は築 25

年となっています。 

 

維持管理状況 

レクリエーション施設・観光施設では、奥阿蘇キャンプ場、奥阿蘇物産館で指定管理

者制度を導入しており、保守・点検も随時行われています。鍋の平キャンプ場は、設備

の保守・点検は実施されておらず、老朽化が進んでいます。 

 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

交流センター 566.00 2006 9
屋外トイレ 27.00 2006 9
管理棟 87.00 1992 23
公衆便所 69.00 1991 24
炊飯棟 37.00 1990 25
管理棟 170.00 1994 21
バンガロー 149.00 1994 21
炊事棟 32.00 1994 21
炊飯棟 33.00 1994 21
バンガロー 111.00 1994 21
物産館 495.00 1994 21
加工所 250.00 1994 21

建築年
（西暦）

経過
年数

20 観光交流センター 593.00

21 鍋の平キャンプ場 193.00

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

23 奥阿蘇物産館 745.00

22 奥阿蘇キャンプ場 495.00

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

政策推進課 A A

生活環境課 B A

生活環境課 B A

生活環境課 B A

22 奥阿蘇キャンプ場

奥阿蘇物産館 B A B A

B

施設
連番

施設名

C

A

23

21 鍋の平キャンプ場 B C C

20 観光交流センター B A C A

所管課

保守・点検

B A

老朽化
耐震
レベル
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利用・運営状況 

下表は、レクリエーション施設・観光施設の利用者の推移を示したものです。過去 3

カ年の推移をみると、大半の施設で利用者が減少しており、全施設の利用者合計でみる

と、平成２４年時点から１割減少しています。 

 

 

施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストは、観光交流センターが最も大きく、次いで奥阿

蘇キャンプ場・奥阿蘇物産館となっています。今後は、施設の老朽化に伴い、改修等の

費用が増えていくことが予想されます。 

また観光交流センター、奥阿蘇キャンプ場・奥阿蘇物産館は、それぞれ約 400 万円、

約 480 万円の支出超過がみられ、町の財政的な負担になっています。 

 

（単位：円） 

 

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
観光交流センター 20,000
鍋の平キャンプ場
奥阿蘇キャンプ場
奥阿蘇物産館 82,953

（単位：人）

観光交流センター 鍋の平キャンプ場
奥阿蘇キャンプ場

奥阿蘇物産館

利用者からの収入（使用料等） 2,026,114
一般会計からの収入

その他の収入

0 0 2,026,114
正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等 500,000 120,000

指定管理料 3,500,000

光熱水費 5,430,166
貸借料（地代等） 240,000
委託料（清掃、警備委託等） 535,500
修繕費

工事請負費

その他 198,967 284,392 352,685
計 438,967 284,392 6,318,351

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費 365,820
その他

計 365,820
3,938,967 784,392 6,804,171

6,642 4,064 5,487

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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②施設の基本方針 

 

高森町の観光は、南阿蘇の豊かな山野に囲まれて過ごすグリーンツーリズム型が主で

あり、観光農園やペンション、キャンプ場が点在しています。町有の施設にもキャンプ

場が２カ所ありますが、利用者数は年々減少しています。また、地元の野菜・山菜や手

作りの漬物・菓子・ハムなどを販売する物産館も数か所あり、町有の施設にも物産館が

１カ所あります。 

レクリエーション施設・観光施設については、町の観光計画や財政状況、施設の利用

状況等を考慮したうえで、財政負担の大きい施設や活用度の低い施設は、施設のあり方

の見直しを行います。 
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（３）保養施設 

①施設状況 

施設概要 

高森町の保養施設には温泉施設が該当します。下表は、保養施設の施設名称、延床面

積、建築年などの施設概要をまとめたものです。表をみると、1990 年代から 2000

年代にかけて整備されていることがわかります。すべて築３０年未満の施設で、最も古

い施設は築 21 年となっています。  

 

 

維持管理状況 

どちらの施設も町直営で運営しています。また、建築点検は不定期に、設備点検は定

期的に行われています。築 30 年未満の施設のため、建物の老朽化は進んでいませんが、

設備の更新が多く発生しています。 

 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

  

温泉館 1,964.00 1994 21
屋外販売所 66.00 1999 16

25 朋遊館 本館 1,066.00 1,066.00 2006 9

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

24 高森温泉館 2,030.00

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

生活環境課 B A

25 朋遊館 総務課 B A A A A A

施設
連番

施設名

保守・点検

所管課 老朽化
耐震
レベル

A24 高森温泉館 B A B
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利用・運営状況 

下表は、保養施設の利用者の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみると、利

用者が減少しています。 

 

 

 

公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果 

平成２８年２月に実施した、「公共施設に関する利用状況及び意識調査」の結果による

と、高森温泉館は、全体での利用率が５０％を超えているのに対して、朋遊館は１０％

を下回っています。また、高森温泉館は、どの地区でも利用率が高いのに対して、朋遊

館は、地区内での利用がほとんどとなっています。 

 

 
 

 

また、施設のあり方に関する設問に対しては、高森温泉館は、「売却」の回答が最も多

く、次いで「赤字解消し町が運営」が多くなっています。一方で、朋遊館では、「閉館」

の回答が最も多く、次いで「わからない」が多くなっています。 
 

 

  

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度

高森温泉館 140,539
朋遊館 4,300

（単位：人）

利用率※ 全体
高森温泉館 51.0 上色見 62.9 野尻・津留 24.3
朋遊館（浴場） 7.1 野尻・津留 52.7 上色見 1.1
※アンケート回答者における利用者の割合

最も利用率が高い地区 最も利用率が低い地区

（単位：％）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

施設のあり方
今までどおり

町が運営
赤字解消し
町が運営

民間企業に
運営委託

売却 閉館 わからない 無回答

高森温泉館 14.0 19.4 11.1 24.8 6.0 8.5 16.2
朋遊館（浴場） 5.7 7.4 5.9 15.7 22.0 19.3 24.0

（単位：％）
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施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストは、高森温泉館が大きく、次いで朋遊館となって

います。今後は、施設の老朽化に伴い、改修等の費用が増えていくことが予想されます。 

また高森温泉館、朋遊館は、それぞれ約３,３００万円、約５００万円の支出超過がみ

られ、町の財政的負担になっています。 

 

（単位：円） 

 

 

②施設の基本方針 

町内には２カ所の町有の温泉施設があります。どちらの施設も築３０年未満の施設です

が、温泉施設のため設備の更新等が多く発生しています。また、民間や近隣自治体にも類

似施設が多いことから、利用者も減少し、毎年、支出超過の状況が続いています。温泉に

ついては、財政状況、施設の利用状況等を考慮したうえで、財政負担の大きい施設や活用

度の低い施設は、「公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果」を参考に、施設のあ

り方の見直しを行います。 

  

高森温泉館 朋遊館

利用者からの収入（使用料等） 27,334,593 717,800
一般会計からの収入

その他の収入 8,232,359
35,566,952 717,800

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等 27,103,459 2,100,000

指定管理料

光熱水費 31,008,602 1,781,451
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 2,579,850 1,331,800
修繕費 1,678,503
工事請負費

その他 6,267,595 559,210
計 41,534,550 3,672,461

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

68,638,009 5,772,461
33,812 5,415

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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４．産業系施設  

①施設状況 

施設概要 

産業系施設には、産業振興を目的として設置された施設が該当しますが、高森町には

アグリセンターと同和共同畜舎の 2 施設があります。下表は、産業系施設の施設名称、

延床面積、建築年などの施設概要をまとめたものです。築年数をみると、同和共同畜舎

が築 30 年を超えています。 

 

 

維持管理状況 

産業系施設は、どちらの施設も耐震化が図られていますが、同和共同畜舎は保守・点

検が実施されていません。老朽化状況をみると、同和共同畜舎が築 30 年を超え、老朽

化が進行しています。 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

  

事務所 60.00 2003 12
格納庫 300.00 2002 13
堆肥舎 3,000.00 2002 13
畜舎58 860.00 1984 31
畜舎59 860.00 1985 30
畜舎60 400.00 1986 29
堆肥舎59 300.00 1985 30
農機具庫及び管理棟60 87.00 1986 29
堆肥舎62 60.00 1988 27

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

3,360.00アグリセンター26

27 同和共同畜舎 2,567.00

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

農林政策課 B A A A A A

農林政策課 C A

保守・点検

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名 所管課

アグリセンター26

C27 同和共同畜舎 C B C
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利用・運営状況 

下表は、利用者の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみると、どちらの施設

も利用者が減少しています。 

 

 

施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストでは、アグリセンターが高くなっています。今後

は、施設の老朽化に伴い、改修等の費用が増えていくことが予想されます。 

またアグリセンターは、それぞれ約 1,850 万円の支出超過がみられ、町の財政的な

負担になっています。 

（単位：円） 

 
  

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
アグリセンター 2,000
同和共同畜舎

（単位：人）

アグリセンター 同和共同畜舎

利用者からの収入（使用料等） 7,068,853
一般会計からの収入

その他の収入 2,300,000
9,368,853 0

正職員の給料、手当、賃金等 6,600,000
その他の給料、手当、賃金等 3,792,120

指定管理料

光熱水費 706,510
貸借料（地代等） 838,900
委託料（清掃、警備委託等）

修繕費 2,546,637
工事請負費

その他 10,978,876 39,092
計 15,070,923 39,092

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費 2,363,550
その他

計 2,363,550
27,826,593 39,092

8,282 15

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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②施設の基本方針 

 

産業系施設は、農林政策課所管の施設が 2 施設ありますが、アグリセンターは有機農

業のための堆肥生産、同和共同畜舎は肥育等で利用されています。 

産業系施設については、今後、策定する予定の「高森町新農業プラン」を踏まえ、施

設の利用状況や財政状況、地域の実情等を考慮したうえで、施設のあり方の見直しを行

います。  
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５．子育て支援施設  

①施設状況 

施設概要 

下表は、子育て支援施設の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたも

のです。どちらの施設も比較的新しく、築１０年未満となっています。 

 

 

維持管理状況 

子育て支援については、どちらの施設も耐震化されていますが、高森東保育園では、

施設の保守・点検は消防点検のみ実施されています。 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

利用・運営状況 

下表は、子育て支援施設の利用者推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみると

利用者は減少しています。今後は、未就学児（０～５歳）もさらに減少※していくこと

が予想されるため、幼稚園の利用者は減少することが推測されます。 

（※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』） 

 

28 高森東保育園 保育園舎 335.00 335.00 2006 9
29 色見保育園 保育所 199.00 199.00 2015 -

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

28 高森東保育園 住民福祉課 C C C A A A

29 色見保育園 住民福祉課 A A A A A A

所管課

保守・点検

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名

園児数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
高森東保育園
色見保育園

（単位：人）
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 また町内の子育て支援施設には、民間保育所と認定子ども園が 1 カ所ずつあり、定員

と園児数は以下のようになっています。また、待機児童は発生していません。 

 

 

公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果 

高森町には、現在使用していない旧保育園が３カ所あります。平成２８年２月に実施

した、「公共施設に関する利用状況及び意識調査」の結果によると、この３施設のあり方

については、「売却」の回答が最も多く、次いで「解体」が多くなっています。 

また、施設の所在する地区の回答をみると、旧色見保育園は「売却」、旧草部北部保育

園、旧河原保育園は「解体」の回答が、町全体の回答と比べて多くなっています。 
 

 

  

園児数の推移 園児数※ 定員
民間保育園 113 110
認定子ども園 88 90
※平成27年度の実績 （単位：人）

① ② ③ ④

施設名 解体 売却
地域住民で

再利用
無回答

旧色見保育園 28.8 34.5 15.2 21.5
色見地区の回答 30.3 50.8 13.9 5.0

上色見地区の回答 29.2 50.6 11.2 9.0
旧草部北部保育園 29.1 35.2 14.5 21.2

草部北部地区の回答 42.1 34.2 13.2 10.5
旧河原保育園 26.9 38.2 17.1 17.8

尾下・河原地区の回答 54.8 12.9 21.0 11.3
（単位：％）
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施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設の延床面積 1 ㎡当たりのコストは、どちらの施設も高く、１７万円を超えていま

す。また、高森東保育園は約 5,180 万円、色見保育園は約 3,000 万円の支出超過がみ

られ、町の財政的な負担になっています。 

           （単位：円） 

 
 

②施設の基本方針 

子育て支援施設については、新しい施設でありますが、民間の類似施設もあることか

ら、施設の利用状況や財政状況、地域の実情等を考慮したうえで、施設のあり方の見直

しを行います。また、どちらの施設もバリアフリー化されており、高齢福祉施設への転

用が可能な造りになっているため、子育て支援施設として必要性が低くなった場合は、

高齢福祉施設への転用を検討します。 

旧保育園舎については、「公共施設に関する利用状況及び意識調査の結果」を参考に、

「解体」及び「売却」を基本とし、施設のあり方を検討します。 

  

高森東保育園 色見保育園

利用者からの収入（使用料等） 7,219,770 7,219,770
一般会計からの収入

その他の収入

7,219,770 7,219,770
正職員の給料、手当、賃金等 46,078,346 30,718,897
その他の給料、手当、賃金等 1,973,000 304,000

指定管理料

光熱水費 976,834 671,485
貸借料（地代等） 175,252
委託料（清掃、警備委託等） 118,650 122,144
修繕費 10,290 8,250
工事請負費

その他 85,030 273,268
計 1,190,804 1,250,399

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外） 6,243,280 2,545,254
公有財産購入費

備品購入費 1,206,545 714,120
その他 2,356,199 1,768,532

計 9,806,024 5,027,906
59,048,174 37,301,202

176,263 187,443

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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６．行政系施設  

（１）庁舎等 

①施設状況 

施設概要 

庁舎等の施設には、高森町役場と草部出張所、野尻出張所が該当します。下表は施設

の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたものです。高森町役場は築 33

年、草部出張所は築 14 年が経過しています。 

 

 

維持管理状況 

両施設とも耐震化が図られており、建築点検は不定期に、設備点検は定期的に行われ

ています。老朽化状況をみると、高森町役場は築 33 年で、老朽化が進行しています。 

 

※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

  

役場庁舎 2,282.00 1982 33
機械室（棟） 89.00 1982 33
車庫 201.00 1982 33
倉庫 52.00 1982 33

31 高森町役場　草部出張所 役場支所 50.00 50.00 2001 14
32 高森町役場　野尻出張所 ※朋遊館本館内 - - - -

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

30 高森町役場 2,624.00

経過
年数

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

総務課 C A

31 高森町役場　草部出張所 総務課 B A B A B A

32 高森町役場　野尻出張所 総務課 - - - - - -

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名

A30 高森町役場 B A A

所管課

保守・点検
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利用・運営状況 

下表は、役場の利用者数の推移を示したものです。証明書発行等の役場の利用者は横

ばいとなっています。 

 

施設コスト状況（平成２５年度実績） 

施設コストの総額は高森町役場の方が大きいですが、施設の延床面積 1 ㎡当たりのコ

ストを見ると、草部出張所の方が大きくなっています。今後は、施設の老朽化に伴い、

改修等の費用が増えていくことが予想されます。 

（単位：円） 

 

 

②施設の基本方針 

行政系施設については、行政運営において必要不可欠なことから、今後も維持してい

くこととし、余剰スペースの有効活用を図ったうえで、適切な維持管理を行います。ま

た、施設の老朽化等に伴い建替える場合においては、施設の複合化や PPP／PFI の導入

も検討します。  

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
高森町役場 17,500
高森町役場　草部出張所 2,500
高森町役場　野尻出張所 700

（単位：人）

高森町役場
高森町役場

草部出張所

正職員の給料、手当、賃金等 10,000,000 5,000,000
その他の給料、手当、賃金等 1,000,000

指定管理料

光熱水費 7,947,162 225,491
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 776,900
修繕費 550,961
工事請負費

その他 2,945,872 196,357
計 12,220,895 421,848

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

22,220,895 6,421,848
8,468 128,437

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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７．公営住宅  

①施設状況 

 

施設概要 

下表は、公営住宅の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたものです。

表をみると、1950 年代から 2000 年代にかけて建設され続けていることが分かりま

す。築３０年を超える建物は、面積割合でみると 38.8%を占めており、最も古い施設は

築 63 年となっています。 

 

 

 

A棟　F棟　1・2 160.00 1995 20
B棟　G棟　3・4 161.00 1995 20
C棟　G棟5・6 162.00 1995 20
D棟　H棟7・I棟8 149.00 1995 20
E棟　J棟9・10 145.00 1995 20
F棟　K棟11・12 156.00 1996 19
G棟　L棟13・14 148.00 1996 19
H棟　N棟15・16 149.00 1996 19
I棟　M棟17・18 150.00 1996 19
J棟　O棟19・P棟20 151.00 1996 19
K棟　Q棟21・22 152.00 1996 19
プロパン庫及びゴミ置場 14.00 1997 18
L棟　R棟23・24 142.00 1997 18
M棟　S棟25・26 156.00 1998 17
N棟　T棟27・28 159.00 1998 17
O棟　U棟29・30 186.00 1998 17
A棟 172.00 2001 14
B棟 172.00 2002 13
C棟 115.00 2003 12
A棟 1,164.00 1986 29
B棟 1,096.00 1987 28
1～4号 105.00 1952 63
5～6号 56.00 1956 59
A棟 166.00 2002 13
B棟 166.00 2002 13
C棟 166.00 2002 13
D棟 166.00 2002 13
E棟 166.00 2003 12
F棟 166.00 2003 12
G棟 166.00 2003 12
H棟 179.00 2003 12

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

459.00

2,260.00

161.00

1,341.00

34

公営住宅下町A団地

35

36

公営住宅横町A団地

公営住宅横町団地

37

2,340.00

公営住宅駅前団地

33 公営住宅旭A団地
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A棟・B棟 324.00 2000 15
C棟 178.00 2000 15
D棟 162.00 2001 14
E棟 162.00 2001 14
F棟 162.00 2001 14
G棟 162.00 2001 14
A棟 155.00 2004 11
B棟 155.00 2004 11
C棟 124.00 2004 11
D棟 124.00 2004 11
E棟 155.00 2005 10
F棟 155.00 2005 10
1号・5～9号 188.00 1966 49
2～4号 100.00 1966 49
1～2号 136.00 1991 24
3～4号 136.00 1990 25
5～6号 136.00 1989 26
S53建築 282.00 1979 36
S59建築 282.00 1985 30
木造 260.00 1990 25
1～4号（平屋） 207.00 1978 37
5～8号（平屋） 192.00 1978 37
9～12号（平屋） 231.00 1979 36
13～16号（平屋） 207.00 1979 36
1～4号（2階建） 258.00 1980 35
5～8号（2階建） 240.00 1980 35
1～3号 109.00 1969 46
4～11号 251.00 1970 45
12～15号 147.00 1971 44
16～19号 132.00 1971 44

45 公営住宅村中団地 住宅 100.00 100.00 1963 52
46 村中貸付住宅 住宅 99.00 100.00 1962 53

25～28号 147.00 1969 46
5～8号 132.00 1972 43
1～4号 153.00 1972 43
13～16号 139.00 1973 42
9～12号 159.00 1973 42
21～24号 146.00 1974 41
17～20号 156.00 1974 41
33～36号 189.00 1976 39
29～32号 178.00 1976 39
37～40号 204.00 1977 38
41～44号 192.00 1977 38
1～4号 244.00 1971 44
5～8号 244.00 1971 44
倉庫（1～4号） 20.00 1971 44
倉庫（5～8） 20.00 1971 44

49 町中住宅 住宅 244.00 244.00 1983 32

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

1,150.0038 公営住宅下町B団地

868.00

40 公営住宅山王園団地 288.00

39 公営住宅下町団地

41 公営住宅上在団地 408.00

1,335.00

42 公営住宅須坂B団地 824.00

1,795.00

44 公営住宅村中B団地 639.00

43 公営住宅須坂団地

47

48 町園住宅 528.00

公営住宅中川原団地
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維持管理状況 

公営住宅では、建物の保守・点検は実施されていません。また、築年数が古く老朽化

している施設が多くあります。 

 

※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

  

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

建設課 B A

建設課 A A

建設課 B A

建設課 C C

建設課 A A

建設課 A A

建設課 A A

建設課 C C

建設課 B A

建設課 C C

建設課 C C

建設課 C C

45 公営住宅村中団地 建設課 C C C C C C

46 村中貸付住宅 建設課 C C C C C C

建設課 C C

建設課 C C

49 町中住宅 建設課 C C C C C C

所管課

保守・点検

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名

CC

C

C C C

CCC

CCCC

C

CCC

C

C

C

34

公営住宅下町A団地

35

36

公営住宅横町A団地

公営住宅横町団地

38 公営住宅下町B団地

37

CC CC

公営住宅駅前団地

C C C C

33 公営住宅旭A団地

40 公営住宅山王園団地 C C C C

39 公営住宅下町団地

C C

41 公営住宅上在団地 C C

C

C

C C C

C

C

42 公営住宅須坂B団地 C C

C C

44 公営住宅村中B団地 C C C

43 公営住宅須坂団地

C C

47

48 町園住宅 C C

C C公営住宅中川原団地



公共施設等総合管理計画 第５章 施設類型ごとの基本方針 

 

70 

 

利用・運営状況 

下表は、公営住宅の入居者数の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみると大

きく変動していませんが、いくつか入居者が減少している施設があります。これは、施

設の老朽化に伴い、新な入居者を募集していないことによります。 

 

 

 

  

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
公営住宅旭A団地 71
公営住宅駅前団地 10
公営住宅横町A団地 81
公営住宅横町団地
公営住宅下町A団地 33
公営住宅下町B団地 31
公営住宅下町団地 24
公営住宅山王園団地 26
公営住宅上在団地
公営住宅須坂B団地 13
公営住宅須坂団地 33
公営住宅村中B団地 37
公営住宅村中団地 3
村中貸付住宅 3
公営住宅中川原団地 70
町園住宅 21
町中住宅 11

（単位：人）
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施設コスト状況（平成２５年度実績） 

公営住宅の施設コストでは、清掃、警備等の委託料が最も大きな割合を占めています。

また、老朽化が進んでいる施設が多いことから、今後も、改修等の費用が増大すること

が予想されます。 

（単位：円） 

 

 
  

公営住宅

旭A団地

公営住宅

駅前団地

公営住宅

横町A団地

公営住宅

横町団地

公営住宅

下町A団地

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 13,614 610,781 177,906
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 148,000 406,000
修繕費

工事請負費 635,000
その他 52,124 62,715 9,982 90,782

計 213,738 1,308,496 9,982 674,688
貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

213,738 1,308,496 9,982 674,688
466 579 62 503

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト

公営住宅

下町B団地

公営住宅

下町団地

公営住宅

山王園団地

公営住宅

上在団地

公営住宅

須坂B団地

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 150,222 81,004 6,206 70,012
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 402,000 374,000 216,000
修繕費

工事請負費

その他 81,900 63,011 6,480 25,296 12,690
計 634,122 518,015 12,686 25,296 298,702

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

634,122 518,015 12,686 25,296 298,702
551 597 44 62 363

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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（単位：円） 

 

 
 

②施設の基本方針 

高森町は、公営住宅を住民一人当たりの面積で 2 ㎡以上保有していますが、これは学

校教育施設の次に大きな面積になります。また、公営住宅は高い入居率を維持していま

すが、民間の共同住宅（賃貸住宅等）の建設も進んでおり、民間活力も取り込んだ住環

境の提供を行うことが可能となっています。 

今後は、公営住宅の役割を適切に見極めながら町営住宅の維持管理を行うとともに、

民間の共同住宅の借り上げや家賃補助なども検討し、ストックの縮小を図ります。また、

施設の維持管理については、長寿命化計画を立て、計画的に維持していきます。 

公営住宅

須坂団地

公営住宅

村中B団地

公営住宅

村中団地
村中貸付住宅

公営住宅

中川原団地

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費 140,940 22,622 78,526
貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 511,000
修繕費

工事請負費

その他 30,036 14,376 6,138 40,385
計 681,976 36,998 6,138 0 118,911

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

681,976 36,998 6,138 0 118,911
511 58 61 0 66

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト

町園住宅 町中住宅

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費

貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等） 156,000
修繕費

工事請負費

その他 17,690 6,771
計 173,690 6,771

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

173,690 6,771
329 28

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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８．公園  

①施設状況 

施設概要 

下表は、公園施設の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたものです。

表をみると、1990 年代後半以降に建設されていることが分かります。 

 

 

維持管理状況 

公園施設の保守・点検については、施設によって状況が異なります。また、すべて築

２０年以下の施設であるため、老朽化もあまり進んでいません。 

 

※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

  

50 高森自然公園（千本桜園地） 千本桜園地公衆トイレ 33.00 33.00 1995 20
51 駅前広場（野外ステージ） 野外ステージ 77.00 77.00 1995 20
52 野尻川親水公園 トイレ 34.00 34.00 2000 15

西側トイレ 16.00 1995 20
南側トイレ 35.00 2002 13
倉庫兼便所 92.00 2010 5
湧水館 198.00 1995 20

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

53 湧水トンネル公園 341.00

経過
年数

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

50 高森自然公園（千本桜園地） 生活環境課 B A B C B A

51 駅前広場（野外ステージ） 生活環境課 B C C C B A

52 野尻川親水公園 生活環境課 B C C C A A

生活環境課 B A

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名

A53 湧水トンネル公園 B A B

所管課

保守・点検
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利用・運営状況 

高森自然公園は、桜まつりの会場として利用されており、駅前広場には野外ステー

ジがあり、年数回、ミニコンサート等で利用されています。また、野尻川親水公園は、

小規模な公園で、地区で管理されています。湧水トンネル公園は、湧水トンネルを活

用した公園ですが、毎年７月に「七夕まつり」、１１月中旬～１２月に「クリスマスフ

ァンタジー」などのイベントがトンネル内で開催されています。 

下表は、公園施設の利用者の推移を示したものです。過去 3 カ年の推移をみると、

利用者が減少しています。 

 

施設コスト状況（平成２５年度実績） 

どの施設も草刈りや清掃等の委託料の割合が大きくなっています。また、高森自然公

園は、約３００万円の支出超過ですが、湧水トンネル公園は、約１，０００万円の収入

超過となっています。 

（単位：円） 

 
 

②施設の基本方針 

公園施設については、適切な維持管理を行い、今後も維持していきます。 

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
高森自然公園（千本桜園地）
駅前広場（野外ステージ）
野尻川親水公園
湧水トンネル公園 121,026

（単位：人）

高森自然公園

（千本桜園地）

駅前広場

（野外ステージ）
野尻川親水公園 湧水トンネル公園

利用者からの収入（使用料等） 33,638,600
一般会計からの収入

その他の収入 1,000,000
1,000,000 0 0 33,638,600

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等 3,668,475

指定管理料

光熱水費 235,584 47,170 4,894,212
貸借料（地代等） 358,000
委託料（清掃、警備委託等） 3,743,000 390,000 67,000 10,101,530
修繕費

工事請負費

その他 21,313 20,263 14,820 1,402,011
計 3,999,897 410,263 128,990 16,755,753

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外） 3,100,000
公有財産購入費

備品購入費

その他

計 3,100,000
3,999,897 410,263 128,990 23,524,228

121,209 5,328 3,794 68,986

収入合計

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

収入

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト



公共施設等総合管理計画 第５章 施設類型ごとの基本方針 

 

75 

 

９．その他  

①施設状況 

 

施設概要 

その他の施設には、他の施設分類に含まれない施設が該当します。下表は、その他の

施設の施設名称、延床面積、建築年などの施設概要をまとめたものです。高森東小教職

員住宅は築 43 年を超えています。 

 

 

維持管理状況 

どちらの施設も不定期に保守・点検が行われています。高森東小教職員住宅は築年数

が古く、老朽化が進んでいます。 

 
※保守・点検の「Ａ」は定期的に実施、「Ｂ」は不定期に実施、「Ｃ」は未実施 

老朽化の「Ａ」は築 20 年未満、「Ｂ」は築 20 年以上 30 年未満、「Ｃ」は築 30 年以上 

耐震レベルの「Ａ」は耐震化済み、「Ｂ」耐震化中、「Ｃ」は未耐震 

 

 

  

住宅 74.00 1972 43
住宅 66.00 1978 37
住宅 133.00 1987 28
住宅 120.00 1995 20
住宅 120.00 1995 20

施設
連番

施設名 建物名
総延床面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

建築年
（西暦）

経過
年数

373.00

54 140.00

55

高森東小教職員住宅

高森東中教員住宅

構造・
仕上

空調・給排
水・電気

昇降機・
駐車設備

消防
定期

教育課 B B B B C C

教育課 B B B B A A

老朽化
耐震
レベル

施設
連番

施設名 所管課

保守・点検

54

55

高森東小教職員住宅

高森東中教員住宅
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利用・運営状況 

高森東小教職員住宅は、長期間未使用となっていますが、高森東中教員住宅は３戸中、

２戸が利用されています。 

 

 

施設コスト状況（平成２５年度実績） 

高森東小教職員住宅は、使用していないため、ほとんど施設コストが発生していませ

ん。高森東中教員住宅は、修繕費等が計上されています。 

                           （単位：円） 

 

 

②施設の基本方針 

使用していない高森東小教職員住宅は、取壊しや売却等を検討します。高森東中教員

住宅は、学校長が入居し、PTA 行事等でも使用されているため、適切な維持管理を行

い、維持します。 

  

利用者数の推移 H23年度 H24年度 H25年度
高森東小教職員住宅 0 0 0
高森東中教員住宅 3 1 2

（単位：人）

高森東小

教職員住宅

高森東中

教員住宅

正職員の給料、手当、賃金等

その他の給料、手当、賃金等

指定管理料

光熱水費

貸借料（地代等）

委託料（清掃、警備委託等）

修繕費 37,335
工事請負費

その他 6,073 25,676
計 6,073 63,011

貸借料（施設維持管理費以外）

委託料（施設維持管理費以外）

公有財産購入費

備品購入費

その他

計

6,073 63,011
43 169

人件費

指定管理料

施設維持管理費

事業運営費

施設名称

支出合計

1㎡（面積）当たりコスト
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Ⅱ．土木系公共施設  

１．道路  

維持管理の基本方針 

 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

・構造物（舗装、トンネル、道路付属物等）毎に、定期的に点検・診断を実施します。 

・舗装については、舗装の健全度、ＦＷＤたわみ量、ひび割れ率等の管理指標を把握し

て、舗装の性能、サービス水準に応じて設定した管理目標（健全度ＭＣＩ３．５、た

わみ量より残存等値換算厚、ひび割れ率４０％）を下回る路線や区間を抽出し、最も

効率的な維持補修計画を策定します。 

・トンネルや横断歩道橋、門型標識等の道路施設については、５年に一度、近接目視に

て点検を実施します。 

・道路土工・構造物については、直高 H=５．０m 以上を点検対象とし、遠方目視点検

を実施します。修繕を必要とする構造物については、近接目視点検をおこない修繕工

法を選定します。 

・道路の計画的な施設管理を行うため、町が管理する道路において、予防保全型の道路

（舗装）施設管理計画を策定します。 

・施設管理の容易さと道路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努めます。 

・将来の都市のあり方を考え、道路の廃止も含めた道路網の再構築を行うための「道路

網計画」を策定します。 
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２．橋りょう  

維持管理の基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

 

長寿命化の基本方針 

・橋梁長寿命化修繕計画を策定し、適切な管理を行うことで安全・安心な生活の確保を

図ります。 

・損傷が小さいうちから計画的に修繕を行うことにより、大きな修繕や架け替えを減ら

しコスト縮減と橋梁の長寿命化を図ります。また年度毎に要する費用の平準化を行う

ため、６ｍ以下の橋梁については架け替えを主として管理を行います。 

・５年毎の定期点検（近接目視）の実施により橋梁の健全度を見直し、補修計画を必要

に応じて改定します。また計画書の内容が、国の示す点検要領の改訂及び施策、並び

に町政の転換等により適切ではないと判断される場合は、橋梁長寿命化修繕計画を改

定します。 

 

健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

・橋梁の点検は、通常点検、定期点検、詳細点検、異常時点検の４つに分けて実施しま

す。道路維持管理の一環として現状を把握し、安全性や耐久性に影響すると考えられ

る損傷を早期に発見し対策を行うことにより、常に橋梁が良好な状態に保てるように

します。 

・点検手法は、 

 ○橋梁点検マニュアル 

 ○橋梁点検現場作業手順 

等に基づいて実施します。 

・通常点検においては、こまめな対策を行います。例えば、土砂詰まりなどの清掃を行

うことにより、排水を円滑に処理することができます。これにより、伸縮装置などか

ら支承部への水の浸入を防ぐことが出来、橋の延命化に繋がります。 
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Ⅲ．企業会計施設  

１．上水道施設  

維持管理の基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

・管路の状態を健全に保つために、定期的に点検・診断を実施します。 

・管路の計画的な施設管理を行うため、町が管理する管路において、予防保全型の施設

管理計画を策定します。 

・施設管理の容易さと管路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努めます。 

・将来の都市のあり方を考え、管路の廃止も含めた管路網の再構築を行うための「管路

網計画」を策定します。 
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